
春秋会 ２０２５年度 ９月総会 プログラム 

 

２０２５年９月２６日（金）大阪弁護士会館 １００１・１００２会議室 

【総会】１８：００～           司会  副幹事長 河野 雄介 

 

１ 開会挨拶                    幹事長 黒田 愛 

 

２ 【決議】２０２４年度決算報告及び承認  前年度副幹事長 東 尚吾 

会計監事 渡部真樹子 

 

３ 【決議】選考委員会規則改正           幹事長 黒田 愛 

 

４ ２０２５年度予算及び上半期中間会計報告    副幹事長 平林佳江子 

 

５ 選考委員会の運用についての議論状況の報告    委員長 黒田 愛 

 

６ 大阪弁護士会 会務報告             副会長 河野 豊 

 

７ 活動報告 

（１）春秋会活動全般                幹事長 黒田 愛 

（２）選考委員会                  委員長 黒田 愛 

（３）政策委員会                  委員長 中森 俊久 

（４）研修委員会                 副幹事長 繁松 祐行 

（５）広報委員会                  委員長 柳 勝久 

（６）親睦委員会                 副幹事長 奥津 周 

（７）若手会                  世話役代表 中原 大雄 

 

８ 閉会挨拶                   副幹事長 河野 雄介 

 

 

※総会終了後，洋食クラブ ENにて懇親会を開催いたします。 
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2024年4月10日～2025年4月4日

会費 10,000,000 9,770,000 97.70% 2022年度会員数(677名),2023年度会員数(662名),2024年度会員数(665名)

特別拠出金 1,500,000 1,150,000 76.67%

選挙予納金戻金 630,000 669,562 106.28%

その他 0 0 -

12,130,000 11,589,562 95.54%

経常費 2,590,000 2,018,438 77.93%

施設費 200,000 124,300 62.15% ※会議室使用料（幹事会、選考委員会、総会、各期幹事会等）

通信費 600,000 234,797 39.13% ※FAX一斉送信費用（１枚24円）、ドロップボックス年間費用15,840円、
FAX個別送信費用（1枚10円）等

嘱託報酬 1,540,000 1,430,000 92.86% ※月額110,000円（2024年度は嘱託引継ぎ期間あり）

事務費 200,000 211,796 105.90% ※コピー代等 

その他支払手数料 50,000 17,545 35.09% ※振込手数料等

政策委員会 410,000 224,314 54.71%

政策企画実施費用 350,000 224,314 64.09% ※年3回実施　通信費、講師謝礼交通費、施設費

雑費 60,000 0 0.00%

広報委員会 2,830,000 2,023,788 71.51%

会報（春号・秋号） 2,400,000 1,747,738 72.82% ※秋号春号とも基本的に電子ブック

ホームページ・サーバーレンタル費 30,000 11,896 39.65%

ホームページ改修等費用 100,000 41,800 41.80% ページ更新料等

取材費用 300,000 222,354 74.12%

研修委員会 500,000 529,796 105.96%

研修費用 500,000 529,796 105.96% 研修（講師謝礼、会場費用等）。会費徴収を行った行事の会費収入（9/20春秋の日54,000円、2/7弾
劾裁判懇親会163,500円。総額217,500円）を控除した差額を計上。

親睦委員会 1,050,000 500,699 47.69%

親睦費 1,050,000 500,699 47.69%
会費徴収を行った行事の会費収入（5/26グルメジャズ92,000円、7/30サマーフェス296,000円、
9/10梅乃宿見学9,300円、11/16地引網等221,500円、1/29副会長当選祝賀会212,000円、3/5
ワインの夕べ528,000円。総額1,358,800円）を控除した差額を計上。

若手会 1,200,000 1,200,000 100.00%

若手会補助金 1,200,000 1,200,000 100.00% ※渡切り、独自会計。

若手会員活動活性化費 3,150,000 15,000 0.48%

新人歓迎旅行補助金 2,850,000 0 0.00% 2024年度は実施なし

企画参加促進費 300,000 15,000 5.00% 2022年度新設。9月総会後懇親会12,000円。

その他 3,706,000 1,818,993 49.08%

弁護士会等行事参加促進費 250,000 0 0.00% 2018年度新設

選挙予納金 700,000 710,000 101.43%

慶弔費 250,000 30,000 12.00% 慶弔規則による（香典、独立祝い等）

登録40周年記念品 80,000 61,600 77.00% 慶弔規則による（3６期7名）。

委員会活動運営補助費・活性化費 1,926,000 701,710 36.43% 2022年度新設。一人当たり3000円上限の補助。政策120,000円、広報308,710円、研修87,000
円、親睦150,000円、若手会0円、正副36,000円。

懇親費 300,000 145,600 48.53% 役員慰労会の補助等

その他 200,000 170,083 85.04% 会費誤入金返金、会長等当選祝花代

15,436,000 8,331,028 53.97%

3,258,534

24,790,068 - ※2024.4.10時点

28,048,602 - ※2025.4.4時点通帳残高。2023年度からの引継ぎ時残高と2025.4.4時点収支差額の合計額に合致。

2023年度からの繰越金

収入

収入計

支出

2025.4.4時点収支差額

支出計

2024年度　決算報告書

予算額 執行割合 備考執行状況
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２０２５（令和７）年９月２３日  

 

監査報告書の提出 

 

 

春秋会 幹事長  

弁護士 黒 田  愛 先生 

 

 

春秋会 会計監事     

弁護士 渡 部  真樹子 

 

 

春秋会会計規則第８条第３項の規定に基づき、会計監査を実施しましたので、

別紙の通り報告書を提出します。 

以上 
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監査報告書 

 

春秋会会計規則第８条３項により、春秋会会計担当副幹事長から受領した２

０２４年度決算報告書（２０２４年４月１０日～２０２５年４月４日）及び若手

会会計通帳履歴を監査した。 

 

第１ 春秋会の会計の概要 

２０２４年度における春秋会の会計の管理運営状況の概要は次のとおりであ

る。 

１ 本会会計 

春秋会の資産は、三井住友銀行大阪中央支店の普通預金口座にて管理されて

いる。当該管理口座は、会計担当副幹事長により管理運用されており、預金出

納帳を設置した上、その関係証拠資料として各支出の請求書・領収書等が保管

されている。 

また、春秋会の各委員会のうち、広報委員会、政策委員会、研修委員会及び

親睦委員会の活動費も本会会計において管理運営されている。 

２ 若手会会計 

春秋会の各委員会の内、若手会は、幹事会の予算承認された一定の金額が若

手会において管理する預金口座に振り込み交付されて若手会会計担当者によ

り管理運用されている。 

３ 備品管理 

  春秋会においては、ハイブリッド型 Web 会議用の機材として別紙機材一式

（以下「本件機材一式」という）を保有し、２０２４年度は副幹事長所属の事

務所にて保管されところ、使用頻度の減少と保管の負担から、本件機材一式を

多重債務者に携わっている団体などのしかるべき団体に無償譲渡することが

２０２４年第３回幹事会にて承認された。 

 

第２ 監査方法の概要 

１ 本会会計  

会計監事は、会計担当副幹事長に対し、必要な説明を求めると共に、会計担

当副幹事長が作成した預金出納帳と預金通帳の内容を照合し、現金及び振込等

による支出に関し請求書及び領収書等の提示を求めた上で、これらとともに照

合した。 

２ 若手会会計 
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若手会の活動費等に関する会計は、２０２４年９月２０日に新規開設された

徳島大正銀行西天満出張所の当会若手会会計担当者名義の普通預金口座にお

いて管理運用されていることを確認した。 

２０２３年度残金から送金手数料が差し引きされた２０万７１３１円が上

記口座に引きつがれ、２０２４年度予算である１２０万円を２０２４年８月２

６日付けで本会会計から振込送金により上記口座において受領し、２０２４年

度における活動費が上記口座から支出されていることを確認した。そして、２

０２４年度における活動費の精算を完了した上で、２０２５年８月１３日付け

で上記口座を解約し、解約時残金１２万０４４１円が２０２５年度に引き継が

れていることを確認した。 

３ 備品 

  本件機材一式が２０２４年８月２０日に大阪いちょうの会（大阪クレサラ・

貧困被害をなくす会）に引き渡されたことを、大阪いちょうの会発行の受領書

をもって確認した。 

 

第３ 監査の結果 

１ 本会及び各委員会（若手会を除く）の会計報告及び附属明細書は、春秋会会

則、会計規則に従い、春秋会の会計の状況を正しく示しているものと認める。 

また、独自会計としている若手会についても、管理口座明細を確認する限り、

春秋会会則、会計規則に従い、春秋会の会計の状況を正しく示しているものと

認める。 

本件機材一式の無償譲渡は、幹事会の承認に基づいており、また、譲渡先の

選定においても、幹事会にて承認された 「多重債務者に携わっている団体など

のしかるべき団体」に合致するものであり適切であると認める。 

２ 会計の収支に関する不正行為または、会則及び会計規則に違反する重大な

事実は認められない。  

３ ２０２４年度決算報告書の内容は相当であり、記載内容について指摘する

事項は認められない。 

以上 
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【別紙】 

 

春秋会機材一覧 

 

１，サンワサプライプロジェクタースクリーン 100 インチ三脚式（100-PRS00）   １個 

２，Panasonic 液晶プロジェクターPT－LW375、リモコン、ケーブル         １式 

３，j5 create ジェイファイブクリエイト JVCU360 （Web カメラ）        １個 

４，Web カメラ FULLHD1080P                        ２個 

５，三脚                                  １個 

６，SPEAKERPHONE SP200                        １個 

７，PRODUCT NUMBER CD0034（ケーブル）               ３個 

８，ANKER 4-PortUltra Slim USB 3.0Data hab （ハブ）           １個 

９，Alvoxcon UM-310（ワイヤレスマイク）                  １個 

10,  marantz M4U（ワイヤレスマイク）                                       ２個 
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選考委員会規則の改正 

1. 改正の必要性 

オンライン参加でも委員長判断により議決権を行使しうることを明確にしておくため。 

2. 改正案は以下の通り 

(1) （招集・議事進行）第５条に以下の通り３項を追加する。 

３ 委員長が認めた場合、選考委員は、通信システムにより、選考委員会に出席することができ

る。 

(2) （委員会の決議方法）第６条に以下の条項を２項とし、現行の２項を３項とする。 

２ 委員長が認めた場合、選考委員は、代理権を証明する書面の提出に代えて、当該書面に記載

すべき事項を、電磁的方法、またはファックスにより提供することができる。 

３ 選考委員会の決議は、本規則に特別の定めがない限り、選考委員の 3 分の２以上が出席し

（第 1項の代理出席を含む。）、出席者の過半数をもって行う。 

1. 現行との比較表 

現行 改正後 

 

（招集・議事進行） 

第５条 

委員長は、必要の都度、委員会を招集する。 

２ 委員長は委員会を代表し、委員会の議事を執り

行う。 

 

 

 

 

（委員会の決議方法） 

第 6条 

選考委員は、他の選考委員を代理人として議決権

を行使することができる。 

２ 選考委員会の決議は、本規則に特別の定めの

ない限り、選考委員の３分の２以上が出席し（前項

の代理出席を含む。）、出席者の過半数をもって行

う。 

 

 

（招集・議事進行） 

第５条 

委員長は、必要の都度、委員会を招集する。 

２ 委員長は委員会を代表し、委員会の議事を執り

行う。 

３ 委員長が認めた場合、選考委員は、通信シス

テムにより、選考委員会に出席することができ

る。 

 

（委員会の決議方法） 

第 6条 

選考委員は、他の選考委員を代理人として議決権

を行使することができる。 

2  委員長が認めた場合、選考委員は、代理権

を証明する書面の提出に代えて、当該書面に記

載すべき事項を、電磁的方法、またはファック

スにより提供することができる。 

３ 選考委員会の決議は、本規則に特別の定め

がない限り、選考委員の 3分の２以上が出席し

（第 1項の代理出席を含む。）、出席者の過半数

をもって行う。 

2. ご参考（会則の幹事会についての第６条） 
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会則（抜粋） 

（幹事会） 

第６条 幹事会は幹事で組織する。 

２ 定時幹事会は、毎月１回開催する。 

３ 臨時幹事会は、必要の都度、随時開催する。 

４ 幹事会は幹事長が招集し、その議長は幹事長又は幹事長が指名した者があたる。 

５ 幹事長が認めた場合、幹事は、通信システムにより、幹事会に出席することができる。６ 幹事は、他の

会員を代理人として、議決権を行使することができる。この場合において、当該幹事は、代理権を証明する

書面を提出しなければならない。ただし、幹事長は、本項により代理人となりうる会員から、第５条５項によ

り出席する会員を除くことができる。 

７ 幹事長が認めた場合、幹事は、代理権を証明する書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項

を、電磁的方法、またはファックスにより提供することができる。８ 幹事会の決議は、幹事の３分の１以上

が出席し（前項の代理出席を含む。）、その過半数をもってする。 

９ 幹事会は、次に掲げる事項について決議する。但し、第４条８項（総会決議事項）及び第８条３項（選考

委員会決議事項）の各事項を除く。 

１）総会の開催 

２）次年度幹事長の推薦 

３）細則の制定及び変更 

４）予算の承認 

５）特別委員会の設置 

６）新入会員入会の承認 

７）会費の免除 

８）大阪弁護士会の役職のうち、会長・副会長以外の役職についての、選考委員会に対する候補者推薦の

付託 

９） 総会の決議又は規則により幹事会が決定すべきこととされた事項 

10）総会決議の付託 

11）その他の重要な会務に関する事項 

10 各期幹事は、幹事会が決議すべき事項のうち、幹事会が会員の意見を確認することを必要と決議した

事項については、あらかじめ、その所属期の会員の意見を聞かなければならない。 

11 幹事会の議事は、議事録を作成し、ウェブサイトへの掲載等適宜の方法を用いて会員に公開する。 
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2025.4.5-9.5

繰越金 28,048,602 28,048,602 100% 2024年度からの引継ぎ(R6.4.5）

会費 9,200,000 8,740,000 95%
※2022年度会員数(676名)2023年度会員数(662名)2024年度会員数(665名）2025年度会員数（令和6年7月7日時点672名）
※2025.7.7時点　納入金額8,280,000円
※2025年度予算=920万=1000万円（昨年までの会費収入見込み額)-80万円（会費規則改正による減収見込額）

特別拠出金 1,200,000 1,100,000 92% ※2025.7.7時点　納入金額1,100,000円

選挙予納金戻金 1,045,000 0 0% ※選挙予納金が一部還付予定 (会長副会長選挙分）

39,493,602 37,888,602 96%

経常費 2,370,000 766,761 32%

施設費 200,000 22,550 11% 会議室使用料（幹事会、選考委員会、総会等、各期幹事会）

通信費 600,000 147,951 25% FAX一斉送信費用（１回あたり約16,000円　１枚24円）、ドロップボックスライセンス料

嘱託報酬 1,320,000 550,000 42% 月額110,000円。2024年度は引継ぎのため増額があったが、2025年度は引継ぎがないため報酬月額×12ヶ月分を計上。

事務費 200,000 39,660 20% コピー代等

その他支払手数料 50,000 6,600 13% 振込手数料等

政策委員会 1,151,500 0 0%

政策企画実施費用 480,000 0 0% 年4回企画 (2024年度は年3回企画）

政策勉強会 71,500 0 0% 政策誌発行のための勉強会費用、会場費・備品代として7,150円×10回

政策誌発行 600,000 0 0% 印刷外注費

広報委員会 3,630,000 225,872 6%

会報（春号・秋号） 2,400,000 85,190 4% {紙媒体（対外・希望者用。郵送費含む）20万円＋電子ブック（広告用チラシ印刷費用等含む）100万円}×2回分（秋号・春号）

取材費用 300,000 90,550 30% 秋号、春号の会報のための取材費

ホームページ・サーバーレンタル費 30,000 1,732 6% サーバーレンタル費年額10,464円、ドメイン更新料1,735円、その他保守点検等、振込手数料含む

ホームページ改修等費用 100,000 48,400 48% ページ更新料等

ホームページリニューアル費用 800,000 0 0% 2025年度、HTTPSへのセキュリティ向上、・コンテンツの春秋会側での随時ファイルアップ等を含め、HPリニューアル予定。

研修委員会 500,000 8,800 2%

研修費用 500,000 8,800 2% 研修（講師謝礼、会場費用等）。ビジネスマナー研修、中井・中森座談会、春秋の日、その他研修（3回予定）実施分。

親睦委員会 1,050,000 121,950 12%

親睦費用 1,050,000 121,950 12%

若手会 1,200,000 1,200,000 100%

若手会補助金 1,200,000 1,200,000 100% 渡切り、独自会計。

若手会員活動活性化費 3,300,000 24,000 1%

新人歓迎旅行補助金 3,000,000 0 0% 新人24名×10万円（全員参加の場合）＋若手（登録5年未満）への補助費20名（予想）×3万円　。2024年度は新人の登録年度のとの関係で実施なし。

企画参加促進費 300,000 24,000 8% 2022年度新設。企画参加促進費は年30万円を上限。

その他 4,380,000 468,300 11%

弁護士会等行事参加促進費 250,000 0 0% 2018年度新設｡

選挙予納金 1,100,000 0 0% 会長副会長選挙分

慶弔費 100,000 10,000 10% 慶弔規則による（香典、独立祝い等）

登録40周年記念品 50,000 0 0% 慶弔規則による（2025年度37期5名）。1人10000円。

委員会活動運営補助費・活性化費 1,980,000 231,930 12% 2022年度新設。3000円×各委員会人数×6（政策20,広報23,研修25,親睦24、若手会10、正副8）

懇親費 200,000 226,370 113% 役員慰労会の補助等。

会長当選祝賀会 500,000 0 0% 会長当選確定日(2026.1.9)に実施予定

その他　 200,000 0 0% 予備費

17,581,500 2,815,683 16%

21,912,102 35,072,919

支出計

収支差額

収入

収支計

支出

2025年度　中間決算報告

予算額 執行状況 執行割合 予算額に関する備考
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春秋会 前期総会 弁護士会会務報告 

                   副会長 河野豊 

第１ 会計 

１ ２０２４年度決算 

 ４４５０万円超の赤字決算 

２ ２０２５年度予算 

 収入１８億７６８３万円、支出２５億８７６７万円、約７億円の赤字予算。 

３ 赤字予算の原因 

予算要望をほぼ認めているので赤字となっているが、決算は黒字にするよう、支

出時に絞っている。しかし、赤字決算となった。予算審議の厳格化へ。 

４ 弁護士会館空調更新工事の合理化 

今年度は５階～８階の４フロアに絞る。 

次年度は地階～２階 

５ 収入確保の方策 

管財人報酬や後見人報酬などの各種負担金会費の確保 

６ 会計の明確化 省力化 

５つの特別会計を廃止（一般会計への一元化） 

第２ 会務の合理化を検討中(残業時間の抑制) 

１ 費用対効果による再検討 

  運動会 分野別研修など 

２ 事務職員業務の合理化・省力化 

システム化による業務削減 

議事録作成へのＡＩ活用(試行中) 

相談窓口・電話受付時間の短縮→9時30分～16時30分へ 

 予算要望手続きの前倒し 

決裁手続きの簡素化 

企画発案時の予算の精緻化(企画時の報酬や実費など各支出基準の明確化) 

第３ 企画 

１ 憲法週間記念シンポ 憲法から見たＤＥ＆Ｉ(多様性・公平性・包括性)  

２ 国際人権法連続講座「平和と国際法～第２回 戦争から市民を守る」 

３ 再審法改正全国一斉街頭宣伝活動 

４ 憲法市民講座「日本に緊急事態条項は必要か～韓国戒厳令から考える」 
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５ 国際人権法連続講座(第３回)「戦後補償、戦争責任及び和解に関する国際法」 

６ 講演会『クルドヘイト～在日クルド人に対するヘイトスピーチから日本社会を考

える～』 

７ 複合差別(在日朝鮮人・女性)「映画上映会＆パネルディスカッション」 

８ 「大阪クラシック」演奏会 

９ 再審法改正の実現に向けたパレード 

  ９月３０日(火)１３時集合 弁護士会館西側広場 １３時３０分出発 

10 講演会「拘禁刑一本化前の刑事施設の運用の実情について」 

  講演者 元法務大臣・受刑経験者 河井克行氏 

  １０月３日(金)１５時～１７時 弁護士会館１１０７号室 

11 シンポ「ともに学び、ともに育つ～インクルーシブ教育ってなに？～」 

  １０月４日(土)１３時３０分～１６時３０分 弁護士会館２階ホール 

12 大阪弁護士会人権賞(市民向け) 

13 人権擁護活動奨励賞(弁護士向け) 

  推薦・応募締切 １０月３１日(金)まで 副賞総額１００万円 

14 近弁連大会 １１月２８日(金)１３時３０分～ 大阪弁護士会館 

15 日弁連人権擁護大会 １２月１１日(木)シンポ １２日(金)大会 長崎 

16 人権フェスタ  ２０２６年２月１４日(土)終日 大阪弁護士会館 

第４ 会長声明 意見書 

１ 同性の当事者による婚姻の速やかな法制化を求める会長声明 

２ 生活保護引下違法判決を高く評価し、生活保障法の制定を求める会長声明 

３ 死刑執行に抗議し、死刑制度の廃止を求める会長声明 

４ 物価の上昇に応じた大幅な最低賃金の引上げを求める会長声明 

５ 日本学術会議が日本学術会議法案において政府から独立性を確保できるようさら

なる審議を求める会長声明 

６ 「福井女子中学生殺人事件」の再審無罪判決を受けて、改めて議員立法による再

審法の速やかな改正を求める会長声明 

７ 訪問販売による消費者被害を防止するため、その勧誘の事前拒否制度の整備と訪

問販売お断りステッカーの積極的作成・配布を求める意見書 

以上 
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2025 年 9 月 26 日(金) 

選考委員会 委員長 黒田 愛 

選考委員会 2025 年度上半期報告 

第１回 日時 ２０２５年５月２７日（月）午後１時００分～午後２時００分 

場所 大阪弁護士会館１２０５会議室及び Zoom ミーティング 

1. 委員長就任と副委員長の指名の報告 

2. 次年度会長候補者推薦の有無 

3. 次年度副会長候補者推薦の有無 

第２回 日時 ２０２５年７月１５日（火）午後１時００分～午後２時３０分 

場所 大阪弁護士会館９２０号会議室＋Ｚｏｏｍミーティング 

1. 意見を聞く会 

(1) 2026 年度大阪弁護士会会長推薦候補者中井洋恵会員より意見表明 

(2) 2026 年度大阪弁護士会副会長推薦候補者中森俊久会員より意見表明 

(3) 参加者との意見交換 

2. 選考委員会 

(1) 2026 年度大阪弁護士会会長及び副会長推薦候補者の選考方法等について 

第３回 日時 ２０２５年８月２０日（水）午後１時００分～午後２時００分 

場所 大阪弁護士会館１２０５号会議室＋Ｚｏｏｍミーティング 

(1) 2026 年度大阪弁護士会会長及び副会長推薦候補者の書面投票の結果を報告
した。今後は、１２月２５日開催の１２月総会において、中井洋恵会員を
大阪弁護士会会長に、中森俊久会員を大阪弁護士会副会長に推薦すること
の決議を求める。 

(2) 他会派の状況等を報告する。 

(3) 今後の選考方法の課題として、第１回の選考委員会で会長・副会長につい
て春秋会の候補者を推薦するかどうかを決めてしまうことの是非につて協
議する。 

臨時会 日時 ２０２５年１１月１９日（水）午後 12 時 30 分～午後 1時 30 分 

場所 大阪弁護士会館９０４号会議室＋Ｚｏｏｍミーティング 
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２０２５年８月２０日 

２０２６年度大阪弁護士会 

会長及び副会長推薦候補者の書面投票結果のご報告 

 

春秋会員 各位 

選考委員長  黒  田    愛 

 会長・副会長候補者推薦について下記のとおり決定しました。 

 第２回選考委員会兼２０２６年度大阪弁護士会会長及び副会長推薦候補者から意見を

聞く会（２０２５年（令和７年）７月１５日）において、立候補のあった会長推薦候補

者中井洋恵会員、副会長推薦候補者中森俊久会員のお話をお聞きした上で、選考委員会

として選考委員会規則第１１条１項により、投票で推薦を決することとしました。また、

中井洋恵選考委員については利害関係者として、会長推薦候補者の決定については投票

資格がないものとしました。 

 同年７月２６日（土）から同年８月５日（水）までを推薦の可否に関する書面投票期間

とし、８月８日午後６時から黒田愛法律事務所において、選考委員会委員長黒田愛、同副

委員長河野雄介、繁松祐行、森山ジェニー、春秋会嘱託弁護士村本健司の立ち会いのも

と開票しました。 

開票の結果、投票総数・有効投票総数の全員一致でもって、両会員を大阪弁護士会会

長及び副会長の推薦候補者として選考することを可とするとの投票結果が得られました。 

（選考方法） 

第 11条 

大阪弁護士会会長の推薦候補者の選考は、投票期間を定めた上で、単記無記名投票によっ

て行い、有効投票数の過半数を得票した者を選考する。 

（略） 

5 大阪弁護士会副会長の推薦候補者として 1 名を選考する場合の選考は、前 4 項の方法

による。 

 

 本年１２月２５日に開催を予定しております春秋会１２月総会におきまして、中井洋

恵会員を次年度の大阪弁護士会会長に、中森俊久会員を次年度の大阪弁護士会副会長に

推薦することの決議を求めることといたします。 

以  上  
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政策委員会（9 月総会） 

 

                         政策委員長 中 森 俊 久 

 

１ 春秋会への新入会員の委員 

林千賀子会員（５８期）、村山創太郎会員（７５期）、田中大樹会員（７７期）、 

山田侑佳会員（７７期）、谷口真由会員（７７期） 

    

２ シンポジウム 

(1)第 1 回企画（講師:安里和晃准教授、三木幸美さん） 

テーマ：外国人労働者問題、7 月４日（金）、参加者約５０名 

来年春号に原稿掲載予定 

 

(2)第 2 回企画（講師：曽我部真裕教授、中井洋恵会員）  

テーマ：憲法 21 条とＳＮＳ関係 

１０月２０日（月）午後６時～ チラシ参照（単位認定対象） 

 

(3)第 3 回企画 

第三者委員会、裁判の IT 化、弁護士自治などからテーマをひとつ選び、 

来年２月５日（木）開催予定 

 

３ 政策誌のための勉強会 

第１回）５月１９日 刑事司法問題 山口昌之会員、川﨑拓也会員 

第２回）６月３日 大阪弁護士会の財務問題 松井淑子会員 

第３回）６月３０日 高経年マンションの諸問題 針原祥次弁護士（大阪） 

第 4 回）７月２２日 空き家対策の問題 東尚吾会員 

第５回）８月１日 会員サポート 嶋津裕介弁護士（大阪） 

第６回）８月７日 企業の不祥事をめぐる問題（由良弁） 由良尚文会員 

第７回）９月３日 災害と ADR について 繁松祐行会員、黒田愛会員 

第８回）９月９日 法律相談センター・法テラス 辻村幸宏弁護士 （大阪）、岩本朗会員  

第９回）９月２５日 子どもの権利保障の現状と課題 小西智子弁護士（大阪） 

第１０回）１０月 成年後見をめぐる動き 青木佳史会員 

 

          

 

16

kn232
テキスト
資料７




２０２５年度上半期活動報告 

研修委員会 

研修委員長 松本 智子 

１ 実施済み 

実施日／テーマ 内容 参加人数 

2025年 6月 4日（水） 

 

ビジネスマナー研修 

～ある新人弁護士の 1 日を

とおして～ 

 講師：坂本暁生氏 

大阪弁護士会会議室において、ソニー

生命株式会社の坂本暁生氏をお招き

し、ビジネスマナーの基本、活かし方、

実践例をお話いただきました。 

25名 

 

２ 実施予定 

実施予定日／テーマ 企画 
募集人数 

（予定） 

2025年 10月 15日（水） 

春秋の日 

弁護士と市長の視点から見

る行政への関わり方 

講師：三橋和史香芝市長 

Sumile Osakaにて、行政の最

前線でご活躍中の奈良県香芝市

長三橋和史弁護士から、市長と

弁護士の兼務、市長の視点から

見る行政の決定プロセス、市長

とそれぞれの視点から見えてき

た行政への関わり方のお話をい

ただきます。 

30 

2025年 11月 17日（月） 

会計のいろは  

決算書の読み方 

講師：新川大祐会計士 

   野村祥子弁護士 

リアル会場と Zoom のハイブリッド

形式にて、弁護士が苦手としやすい会

計・決算書について、公認会計士、倒

産事件の経験豊富な弁護士お招きし

て、決算書の読み方を学ぶ予定です。 

∞   

17

kn232
テキスト
資料８


kn232
テキスト



2025年 12月 3日（水） 

題目 未定 

講師：中井洋惠弁護士 

   中森俊久弁護士 

大阪弁護士会にて、春秋会推薦の大阪

弁護士会会長候補予定者の中井洋惠

弁護士、同副会長候補予定者の中森俊

久弁護士から、日ごろの弁護士業務か

ら感じていることをざっくばらんに

お聞きする、お二人の応援企画です。 

 

 

５０ 

 

検討中のテーマ 

・ＭＩＮＴＳ対応 

・フェイク画像・動画の見分け方 

・ＳＮＳ集客のコツ  

 

 以上 

18



広報委員会 活動状況報告 

 

2025年 9月 26日 

広報委員長 柳 勝久 

 

１ 会報 113号（秋号）の発行 

⚫ 発行日（予定）：総会日である 9月 26日 

⚫ レターケース投函用のチラシ作成・投函 

⚫ PDF版を春秋会ウェブページにアップロード 

⚫ 紙版を関係各所（裁判所、検察庁等）に印刷して送付 

 

２ ニュースレターを隔月発行（5月、7月、9月） 

⚫ 行事報告 

⚫ 行事告知 

⚫ 投稿記事 

⚫ 執行部だより 

 

３ 春秋会 HPの更新 

67万円（税別）にて正式発注済み、年度内完成予定。 

⚫ セキュリティレベルアップ（https化） 

⚫ 会員によるコンテンツのタイムリーな更新（規約、書式、名簿） 

⚫ 会報のアップ、年度更新を会員により作業可能 

⚫ スマホ対応 

 

４ 会報 114号（春号）を発行予定 

 

以上 
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令和７年度 親睦委員会上半期報告 

                           令和７年９月２６日 

親睦委員長：田 村  瞳  

 

第１ 実施企画 

 １ 新人歓迎会   参加人数：６２名 

   実施日：５月２７日（火） 

  会 場：大阪府大阪市北区堂島浜１－３－２３ 

ラグナヴェール大阪 

   内 容：今年の新人歓迎会は、２０名と非常に多くの新入会員の先生方が参加し

て下さいました。新入会員の先生方には、予めアンケートを記載して頂

き、アンケートに沿って司会から質問し回答頂くという形で様々な趣味

や特技、ご自身のエピソード等について面白く話して頂き、大変盛り上

がりました。続いて、河野豊先生、中井洋恵先生よりご挨拶を頂戴し、

春秋会の活動について、歴史も踏まえながら詳しくお話し頂き、今後弁

護士として活動される新入会員の先生方に向けて温かなメッセージを

頂きました。新人歓迎会単独で開催されるのは、ここ数年では初めての

試みとなりますが、沢山の先生方にご参加頂き、おかげさまで盛会とな

りました。 

 

 ２ ジャズ鑑賞＆グルメはしご酒  参加人数：１６名 

   実施日：７月２７日（日） 二部制①１７時～ 

                   ②１８時～ 

   内 容：ワインショップ「 「Salvis Wine & Records」（大阪府大阪市北区天満３

丁目３−１８ 順源ビル 1F）でワインを嗜みながらジャズ鑑賞した後、お

すすめグルメ店ではしご酒。ジャズ鑑賞中には演者と一緒に歌いだす先

生も現れました。ほろ酔いの状態のまま皆で次の店に向うのも楽しく、

素敵な夜となりました。 

   利用店舗：①大阪府大阪市北区天満３丁目３−１８ 順源ビル 1F  

ワインショップ「 「Salvis Wine & Records」 

②大阪府大阪市北区松ケ枝町７−７ 

からあげのハナサカ 

        ③大阪府大阪市北区天満４丁目１６−５ 

         日本酒 福 
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３ 春秋会サマーフェス（若手会共催）   参加人数：６５名 

  実施日：８月２８日（木） １９時～ 

  会 場：大阪市中央区千日前２－７－１６ 

鳥よし本店 

   内 容：今年のコンセプトは「夏祭り」で、鳥よし本店という昭和な雰囲気の会

場で実施し、「夏っぽい」服装で来て下さった方にはリーガリュー×和

柄のうちわをお渡しするという触れ込みで、フェス当日には沢山の先生

方が Tシャツ、アロハ、浴衣、阪神タイガースのユニフォーム、虫取り

少年などなど、夏っぽい服で参加して下さり、夏祭りの雰囲気を盛り上

げて下さいました。フェス前半には新たに入会される先生から自己紹介

を頂き、中盤では西田先生の名司会によるジェスチャーゲームもりに盛

り上がり、最後の有志の先生方による出し物「We are the world」では、

親睦委員やベテランの先生が突然歌いだし、最後にはマイケルジャクソ

ンやシンディローパーまで飛び出して、めちゃくちゃ面白かったと言っ

て頂き、おかげさまで盛会となりました。 

   ※当日の動画があります。 

 

第２ 実施予定企画 

１ 地引網体験＆ＢＢＱ企画     

  実施日：１０月１１日（土） １１時００分～ 

  会 場：大阪府阪南市箱作３３４６ 

      箱作海水浴場（下荘漁協共同組合）  

  内 容：参加者が地引網のロープを引き、魚を捕獲。サメ、エイ、タコなど珍しい

ものも網にかかるかも！？子どもたちも大喜びの人気企画。また、その後

のＢＢＱでは、地引網でとれた魚などをその場でさばいてもらい、堪能す

る。 

 

 ２ 新人歓迎旅行 

   実施日：令和７年１１月１日（土）、１１月２日（日） 

   場 所：熊本県天草市 

内 容：チャーターバスで移動し、効率よく天草の観光スポットをめぐる。 

お昼は天草のグルメと観光をお楽しみいただき、夜はオーシャンビュー

のリゾートホテル「アレグリアガーデンズ天草」でゆっくりと寛いで頂

く。１泊２日で天草を存分に堪能していただく旅行。 
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３ ワインの夕べ       

   実施日：令和７年１２月４日（木） １９時００分～（予定） 

   会 場：大阪府大阪市北区中之島５丁目３−６８「リーガロイヤルホテル（大阪） 

ウエストウイング 1F リモネ 

   内 容：名物ソムリエ岡さんからワインについてのレクチャーやクイズを提供し 

て頂き、おいしい食事とともにワインを楽しむ例年の人気企画。 

 

４ 当選祝賀会＆新年会    

   実施日：令和８年１月３０日（金） １９時００分～（予定） 

   会 場：選定中 

    

 ５ ゲーム企画 

   実施予定日：令和８年２月末～３月中旬頃 

   会 場：未定 

 

第３ 委員長の感想 

    今年度は、昨年まで親睦委員会を盛り上げて下さっていた親睦委員の先生方と、

奥津親睦の時に委員をして下さっていた先生方が合流するような形になり、当

初はうまく委員会を運営していけるのか少し心配しておりましたが、そこはさ

すが親睦委員の先生方。自分も楽しみ、皆にも楽しんでもらうというマインドを

持っている先生方ばかりなので、すぐに打ち解け、今や楽しく大所帯でやらせて

頂いております。みなさん委員会やその後の懇親会も熱心に参加して下さり、嬉

しい限りです。新人の方の加入時期が変更となったため、新人歓迎会や新人歓迎

旅行といった企画が従来と違う時期になり、変更点なども色々ありますが、そう

いったことをもろともせずに付いてきてくれている頼もしい委員の先生方のお

かげで、毎月に近いペースで企画が実施できております。 

    引き続き、残り半年間も親睦委員一同頑張って行きたいと思いますので、ぜひ

皆様にご参加頂けましたら幸いです。   

以上 
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２０２５年度若手会 ９月総会報告書 

 

２０２５年９月２５日 

１ 今期若手会の運営方針 

（１）方針 

若手会じゃないとできないことを行う 

    ①独自企画：若手会にしかできない方法とテーマで実施 

②恒例企画：共催企画を積極的に推進。若手会内の集客対応 

（２）今期独自の取り組み 

   公式 LINE アカウントの導入：団体運営において、集客力 UP が肝要と判断  

   ⇒６５名登録（対象者１３０名程度・６９期以下） 

   独自企画 

⇒リーガルテック企業と共催する企画等実施 

（３）その他補足事項 

   各委員会の動きが本格化する前に活発な動きを実行 

   ⇒新人会員の確保の狙い 

２ 開催決定済み企画について 

（１）独自企画 

若手会新人歓迎会：４月２５日（金） 

 ２７名参加（内、新人１４名。同日に新規加入３名） 

   Legalscape 研修：６月２０日（金） 

    ３８名参加（懇親会２０名） 

   浦先生の破産研修：７月８日（第１回） 

    １４名参加（懇親会１２名） 

   夏の納涼懇親会：７月２８日（月） 

    １５名参加（懇親会１５名） 

   若手会対抗ゴルフ 適宜 

（２）共催企画 

   春秋会の新人歓迎会：５月２７日（金） 親睦共催 

  ビジネスマナー研修：６月４日（水） 研修共済 

  ジャズ企画：７月２７日（日） 親睦共催 

  サマーフェス：８月２８日（木） 親睦共催 

（３）今後の企画 

   浦先生破産研修：１０月９日（木）第２回 

プロバレーボール観戦企画：１０月２４日（金） 

   追いコン、若手会対抗ゴルフ：３月予定 
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